
 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

☆概要 

1 月 27 日朝、小諸市で住民がコガモ 1 羽の死体を発見 

家畜保健衛生所における鳥インフルエンザの簡易検査で陽性の反応 

現在、鳥取大学で精密検査を実施中で、結果は４～７日で判明する予定 

 

☆今後の対応 

発見場所から半径 10km 以内について、 

野 鳥：死亡野鳥等の検査を強化 

    野鳥飛来地を中心に巡回監視 

家きん：100 羽以上飼育農場の立入調査 

    100 羽未満の飼養者は電話による聞き取り調査 

 

 

 
 
 

豊橋市大岩町、採卵鶏 15 万羽飼養 

● 1 月 24 日、25 日にそれぞれ百数十羽

が死亡 

● 1 月 26 日、家畜保健衛生所へ通報が

あり、簡易検査陽性 

● 1 月 27 日、遺伝子検査で H5 亜型であ

ることを確認 

 

平成 23 年 1 月 27 日 

（通算 第 136 号） 

問い合わせ先 

長野県庁農政部園芸畜産課 

電話 026-235-7232 

enchiku@pref.nagano.lg.jp 

愛知県の発生状況 

移動制限区域(半径 10km)内の状況 

 愛知県 37 戸 237 万羽 

 静岡県  7 戸 26 万羽 

 (両県ともウズラ農家を含む) 

今シーズンは家きんで５例、野鳥等で 10 例が確認されており、 

国内には既に本ウイルスが広く侵入している状況です。 

家きん飼養者の皆様は、もう一度、野鳥の侵入防止対策、鶏舎出入

りの際の消毒等、衛生管理の点検をお願いします。 

県県内内ににおおいいててココガガモモかからら簡簡易易検検査査でで  

鳥鳥イインンフフルルエエンンザザウウイイルルススのの  

陽陽性性反反応応がが出出ままししたた 



 

 

 

 
発生年月日 場  所 検  体 

平成 22 年 10 月 北海道稚内市 カモ（糞便） 

平成 22 年 11 月 29 日 島根県安来市 採卵鶏２万３千羽 

平成 22 年 12 月 鳥取県米子市 コハクチョウ１羽（死体） 

平成 22 年 12 月 富山県高岡市 コブハクチョウ１羽（死体） 

平成 22 年 12 月 鹿児島県出水市 ナベツル６羽（死体） 

平成 23 年 １月 福島県郡山市 キンクロハジロ４羽（死体） 

平成 23 年 １月 北海道浜中町 オオハクチョウ等５羽 

平成 23 年 1 月 21 日 宮崎県宮崎市 種鶏 10,200 羽 

平成 23 年１月 23 日 宮崎市新富町 採卵鶏 66,000 羽（団地内 41 万羽）

平成 23 年１月 25 日 鹿児島県出水市 採卵鶏 8,600 羽 

平成 23 年１月 26 日 島根県松江市 カモ 

平成 23 年１月 26 日 兵庫県 カイツブリ 

平成 23 年１月 26 日 高知県仁淀川町 オシドリ（遺伝子検査実施中） 

平成 23 年１月 26 日 愛知県豊橋市 採卵鶏 150,000 羽 

平成 23 年１月 27 日 小諸市 コガモ（遺伝子検査実施中） 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

家畜保健衛生所 電  話 家畜保健衛生所 電  話 

 
 
 
 
佐久 

0267-62-4123 

松本 0263-47-3223 

上田支所 0268-23-1630 長野 026-226-0923 

伊那 0265-72-2782   

飯田 
0265-53-0439 

時間外：0265-23-1111
県庁園芸畜産課

026-235-7232 
時間外：026-232-0111 

家畜保健衛生所 電  話 家畜保健衛生所 電  話 

佐久 0267-62-4123 松本 0263-47-3223 

上田支所 0268-23-1630 長野 026-226-0923 

伊那 0265-72-2782   

飯田 
0265-53-0439 

時間外：0265-23-1111
県庁園芸畜産課

026-235-7232 
時間外：026-232-0111 

対策等のご相談は最寄りの家畜保健衛生所へ 
 

 

○毎日、家きんを観察する。 

○飼育舎専用の作業靴を使用するか、踏み込み消毒

槽を用意し飼育舎の出入りの際に靴を消毒する。 

○野鳥がウイルスを持っている可能性があるので、 

防鳥ネットなどにより野鳥との接触を防ぐ。 

 また、破れている場合にはすぐに補修等行って 

ください。 

○鶏舎周囲に穀類等のエサや生ゴミ等の野生動物を 

誘引するものを置かないでください。 

○カモなどの渡り鳥の飛来地に近づかない。 

○発生国へはなるべく渡航しない。 

また、渡航した際は、生きた鳥を売っている場所や鳥類を飼育している場所へ

は立ち入らず、帰国の際は空海港で靴底消毒を行ってください。 

消毒又は履き替え

屋根設置

鳥インフルエンザ侵入防止のための留意点 

発生状況（H22 秋以降） 


